
○ 大学の知的創造性を引き出し、最大化させるためには、基盤的経費、科研費、その他の競争的資金のベストミックスによる支援
（デュアルサポートシステム）が必要。この「デュアルサポートシステム」に対し、既に10年以上前※から、基盤的経費の一方的な削
減等によりシステムにゆがみが生じ、安定的な教育研究活動等が阻害されているとの批判がある。
※学術研究の総合的な推進方策について（最終報告）（平成27年１月27日 科学技術・学術審議会 学術分科会）

○ 諸外国においては、 「デュアルサポートシステム」の充実により、大学の事業規模自体を成長させ、研究力を向上させてきており、
我が国においても同様の考え方に立ち、収入に占める公費割合の多寡を目標に掲げるのではなく、大学の知的創造を引き出す
ため、安定的な基盤的経費の措置を前提として、 「デュアルサポートシステム」の再構築を図るべき。

○ 加えて、大学教育が特定の目的に閉じておらず、国民に広く開かれている我が国においては、個々の大学の目的を捨象し一律
に扱うような議論を行うのではなく、高等教育機関が、世界的な研究・教育の推進や、地域社会を支える職業人養成などといっ
た、多様な社会のニーズに大学システム全体として対応し、役割を果たしていることに留意して議論を進めていくべき。

財政審資料に対する文部科学省の見解【基本的な考え方】
財政審資料の主な指摘

○ 国立大学の運営費交付金の在り方について、今後、競争的資金への更なるシフト、野心的な経営改革と運交金依存度低下目
標の設定により、大学の創意工夫・改革を促すべき。また、高等教育全体において、教育の質を持続的に確保・発展させるため、大
学の統合・縮小・撤退を促進することが重要。このため、私立大学については、認証評価制度を、①絶対的な教育の質、②学生へ
の付加価値、③地域・社会で求められる人材育成といった観点で、実質的に教育の質を評価する仕組みとなるように見直した上で、
その評価結果に基づいて私学助成のメリハリを強化すべき。

文部科学省の見解
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国立大学法人に対する公的支援額の推移

財政審の資料

○ 国等が国立大学法人に対して交付している補助金等は1,958億円の増となっている。なお、国立大学の運営費交付金だけを
みると、国立大学法人化以降、見かけ上は▲1,632億円減少しているが、この中には、特殊要因として、教育研究とは直接関係
のないものの減少が含まれており、実質的には▲460億円の減に留まる。

○ 足下のR5からR6年度においては、特殊要因を除くと、運交金は実質的には19億円増、補助金等は431億円増の、合計
450億円増加している。

文部科学省の見解
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○ 大学への支援は、長期的な視野に基づく多様な教育研究の基盤を確保する運営費交付金等の基盤的経費や科学研究費補
助金と、教育研究活動の革新や高度化・拠点化を図る競争的資金のベストミックスによる「デュアルサポートシステム」によって行う
ことが基本。

○ この「デュアルサポートシステム」については、既に10年以上前※から、基盤的経費の一方的な削減等によりシステムにゆがみが
生じ、安定的な教育研究活動や全学的視点に立った大学の構想力が阻害されているとの批判がある。

※学術研究の総合的な推進方策について（最終報告）（平成27年１月27日 科学技術・学術審議会 学術分科会）

○ 競争的資金については、①使途が限られ、特定の事業等にしか充当できないこと、②大学や研究者にとって中長期的な見通しを
立てられないこと、③短期的な資金であることから、競争的資金による研究等の維持のためには運営費交付金等の基盤的経費が
追加で必要となるといった課題があり、競争的資金によって、運営費交付金の代替を行うことはできず、これらのベストミックスを追
求することが必要。

○ なお、運営費交付金については、法定福利費の増や消費税改定の影響といった運営経費の増による目減り分約▲1,450億円を
加味すると、実質約▲1,900億円の減額。今後さらに、物価高騰や人件費の上昇により、実質的な目減りが加速するため、中長期的
な見通しを持ち、人材育成や継続的な研究活動を着実に行うためには、運営費交付金の増額が必要。

○我が国の大学は、国立大学法人運営費交付金や私立大
学等経常費補助金等の基盤的経費
により長期的な視野に基づく多様な教育研究の基盤を確
保し、競争的資金（本報告書にお
いては、公募形式により競争的に配分される教育研究資
金を指す。）により教育研究活動の
革新や高度化・拠点化を図る「デュアルサポートシステ
ム」という基本構造によって支え
られてきた。また、限られた国の予算の配分に当たって、
基盤的経費と競争的資金の有効
な組合せにより、競争的環境を醸成するとともに大学が
複数の資金配分主体が示す様々な
社会的ニーズに直接向かい合うことを促進することが企
図された。
○このデュアルサポートシステムの現状について、大学
関係者からは、基盤的経費と競争
的資金の適切な配分についての議論が十分に行われるこ
とがないまま、前者が削減され、
システムにゆがみが生じている上に、後者は短期的な資
金が制度ごとに縦割りで配分され
ていて連携が不十分なため、全体として非効率を生じて
おり、安定的な教育研究活動や全
学的視点に立った大学の構想力が阻害されているとの批
判もなされている。
一方で、大学の外からは、基盤的経費の配分が固定化し
ており、大学内での予算、人材
や施設・スペース等の配分が既得権化し、社会の変化に
対応した有効な資源配分がなされ
ていないのではないかとの批判がある。
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国立大学法人運営費交付金
（特殊要因を含む）

Ｈ１６

Ｒ５

12,416億円

①特殊要因を除いた運営費交付金

10,507億円

②補助金等

1,500億円

国立大学へ
の補助金等
（決算額）

①10,028億円

（対Ｈ16比▲460億円）

②3,027億円

公的支出合計額
（①＋②＋③）

12,182億円

13,055億円

＋873億円

Ｒ６ 10,784億円

10,784億円

①10,047億円

756億円

13,505億円

（対R５比+19億円） （対R５比＋431億円）

＋450億円

②3,458億円

特殊要因1,908億円
（うち③授業料等減免分175億円）

対Ｈ16比＋1, 958億円対Ｈ16比▲1,632億円

対R５比▲0億円

737億円 +3.4％

（対Ｈ16比▲1,171億円）

（対R５比▲19億円）

目減り分
約▲1,450億円

【運営経費の増の内訳】
H16⇒R5:約1,450億円
・法定福利費 ：約680億円の増
・消費増税影響額：約340億円の増
・光熱水費 ：約310億円の増
・電子ジャーナル ：約120億円の増

運営費交付金は、実質
約▲1,900億円の減額

補助金等は、特定の事業等に充当する必要があり、
大学全体としての中長期的な財源の見通しを立てら
れないことから、運営費交付金の穴埋めにはならない

▲460億円
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（注1）特殊要因については、退職手当、病院赤字補てん金、授業料等減免分。
（注2）補助金等については、国立大学に対する予算額は把握できないため、各国立大学の決算報告書の「補助金等収入」に、財務諸表附属明細書の「科学研究費補助金等の直接経費及び間接経費」を加えた額を

計上。
（注３）単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

教育研究基盤校費 2,100億円程度 (2003年)

 

教職員人件費 1兆円程度 (2003年)

科研費 1,580億円 (2001年)

新規採択率 20.8% (2001年)

JST 戦略創造

   514億円 (2001年)

JST 技術移転推進

   112億円 (2001年)

振興調整費   343億円 (2001年)

NEDO
 2,056億円 (2001年)

厚労科研費等
 442億円 (2001年)

１．法人化（2004年）前

運営費交付金 １兆784億円(2025年)

 

科研費 2,37９億円 (2025年)

新規採択率 27.3% (2024年)

JST 戦略創造
   473億円 (2025年)

JST 産学連携活動支援
85億円 (2025年)

AMED 1,232億円 (2025年)

内閣府科技(SIP等)
582億円 (2025年)

NEDO
 1,464億円 (2025年)

＋基金事業 約10兆円

未来社会創造 77億円 (2025年)

創発的研究 554億円 (2022年(補正): 基金)

２．法人化以降

WPI（拠点） 72億円 (2025年) JST 共創の場（拠点）134億円 (2025年)

■国立大学法人化以降の「デュアルサポートシステム」の変化
（参考）

■国立大学法人への運営費交付金及び補助金等の変化



（参考）
■国立大学法人運営費交付金減少による影響
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人材への影響

設備への影響

消費者物価指数が上昇する一方で交付金
予算額は横ばい（実質目減り）

運営費交付金
[億円]

消費者物価指数
（総合）

[万円]

横ばい

米国教員（9箇月給与、1ドル=150円換算）
［米国IESのWEB公開情報から集計］

国立大学法人等の教員（年度）
［国立大学法人等の給与水準の公表資料より］

約550万円の差

【A大学の例】                                  (文部科学省調べ）

（令和6年度交付金配分額 143億円）

⇒教育研究に必要な光熱費
・令和3年度実績額： 6.3億円
・令和7年度見込額：10.5億円
（令和３年度比 ＋4.2億円 【＋67%】）

光熱費高騰による費用増加海外大学と比して教員給与水準が低い

【B大学の例】 （法人化時から半減） (文部科学省調べ）

・実験系 H16：58万円 ⇒ R7 : 18万円 ▲70%程度
・非実験系 H16 : 35万円 ⇒ R7：10万円 ▲70％程度

【C大学の例】 （単年度でも大幅減額）

・実験系 R5 : 42万円 ⇒ R6 : 27万円 ▲35%程度
・非実験系 R5 : 22万円 ⇒ R6 : 14万円 ▲35%程度

教員1人あたり研究費の減少

2022年度以降の

4年間で約10%上昇

40歳未満
13,692人

40歳以上
44,724人

計 58,416

40歳未満
12,130人

40歳以上
42,599人

計 54,729
（▲3,687人 [▲6.3%]）

H29

R6

国立大学の本務教員数

(文部科学省調べ・附属病院に所属する教員は除く)

[人]

（文部科学省調べ・人件費決算額は附属病院分を除く）

[億円]

交付金予算額

の75%相当

交付金予算額

の91%相当

若手教員の減少 消費者物価指数
(2020年基準）

交付金予算額
の1割弱相当

＜稼働を止められない研究設備の例＞
生体試料凍結保存容器

各法人が保有する研究基盤設備（2億円以上）のうち
8割が法定耐用年数を超過して使用
→そのうちの大半が法定耐用年数を2倍以上超過

（文部科学省調べ）

更新先送りによる設備老朽化

＜法定耐用年数を大幅に超過した設備の例＞
研究用電源装置（1982年製）

▲1,562人（▲11%） ▲2,125人（▲4.8%）

人件費増加による財務ひっ迫

※一部大学においては、自己財源を活用して若手教員の恒常的ポストを創設
   している例がある。

近年の物価・人件費上昇等により大学が裁量的に使える財源が減少し、運営に大きな支障が生じているため、早急な支援が必要



○ 国立大学の法人化により、各国立大学は社会の需要等に応じて自ら機動的に学部や研究科等の積極的な組織改編を行っ
ており、学内組織のメリハリ付けを実施している。
※法人化以前は学部・研究科や学科・専攻等が法令で規定されていたが、法人化以降は法人の裁量でこれらの改廃が可能となった。

（例：平成16～令和7年度に改廃された学科数（延べ）：1,028）

[特色ある学部等設置の例]

秋田大学国際資源学部(H26)、高知大学地域協働学部(Ｈ27)、山口大学国際総合科学部(Ｈ27)、佐賀大学芸術地域デザイン学部(H28)、宮崎大学地域資源創成学部(H28)、
滋賀大学データサイエンス学部(Ｈ29)、新潟大学創生学部(H29)、九州大学共創学部(Ｈ30)、金沢大学融合学域(R3)、一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部(R５)、島根大学
材料エネルギー学部（R5）、お茶の水女子大学共創工学部(R6) 等

○ このような各国立大学法人の自発性に基づく改革を支援することが重要であり、単に運営費交付金の配分のメリハリ付けだけ
を行っても、大学の創意工夫を促すことはできない。

○ 前述のとおり、 「デュアルサポートシステム」の綻びが指摘されており、研究面においても、申請書類作成等の負担増加による研
究時間の減少や、研究の見通しの不透明化等の弊害が発生しており、競争的資金への更なるシフトを行うのではなく、運営費
交付金と競争的資金のベストミックスを追求することが必要である。
※ 運営費交付金※1と競争的資金※2の比率が「７：１」（平成16年度）から「３：１」（令和6年度）に変化

○ また、将来的にどのような学問分野の研究が社会的・経済的イノベーションをもたらすかについての予測は不可能であり、我
が国を最もイノベーション創出に適した国としていくためには、多種多様な研究をシーズ段階から幅広く支援することが可能な運営
費交付金等の基盤的経費や科学研究費補助金の充実こそが必要である。

国立大学法人運営費交付金（第５期中期目標期間に向けて）

財政審の資料

○ 第４期中期目標期間（令和４年度からの６年間）では、大学の創意工夫や改革努力を促すため、運交金の配分のメリハリ
付けがなされているが、各大学に配分される運交金の配分の変化に与える影響は僅少である。運交金のメリハリ強化が必要で
あると同時に、運交金から競争的資金への更なるシフトにより、大学の創意工夫を促すべきではないか。

文部科学省の見解

（※1）特殊要因を除く。 （※2）各国立大学の決算報告書の「補助金等収入」に、財務諸表附属明細書の「科学研究費補助金等の直接経費及び間接経費」を加えた額。

○運営費交付金予算額と人件費決算額の比較

（文部科学省調べ・人件費決算額は附属病院分を除く）
[億円]

交付金予算額

の75%相当

交付金予算額

の91%相当
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（参考）

■「デュアルサポートシステム」の例（北川教授（2025年ノーベル化学賞受賞）への主な支援実績）

シーズ段階から支援するこれらの
資金の充実が将来のイノベーション
の創出に直結。
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国立大学法人運営費交付金（第５期中期目標期間に向けて）

財政審の資料

文部科学省の見解

○ 諸外国においては、 「デュアルサポートシステム」の充実により、大学の事業規模自体を成長させ、研究力を向上させてきてお
り、我が国においても同様の考え方に立ち、収入に占める公費割合の多寡を目標に掲げるのではなく、大学の知的創造を引
き出すため、安定的な基盤的経費の措置を前提として、「デュアルサポートシステム」の再構築を図るべき。
※例えばUC Berkeleyにおいては、公費投入額を増やす中で事業規模を拡大させた結果、公費割合が減少。

○ なお、海外トップ大学の設置形態は様々であり、諸外国の国公立大学と収入に占める公費割合を比較しても、我が国の国立
大学は決して突出していない。

○ また、高度な研究を行う大学を支援する仕組みとしては既に「国際卓越研究大学」制度があり、大学ファンドからの年数百億
円規模の支援を前提として、事業規模や外部資金の拡充が義務付けられている。

※現在、東北大学が指定され、支援終了後の自己収入比率は72.3％となる計画を策定している。

国立大学について外部資金を増加させることは重要であり、現在も目標値※を設定して取組を実施

※科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月２６日閣議決定）
・大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：2025 年度までに、対 2018 年度比で約 7 割増加（再掲）
・国立大学法人の寄附金収入増加率：2021 年度から 2025 年度までに、年平均５％の増加

〇 運交金依存度は全体的に低下しているが、大学の性質により、依存度の低下率には大きく差がついている。今後の第５期中
期目標期間に向けた議論においては、例えば、指定国立大学など高度な研究を行う大学群には、海外トップ大学の公費依存
度も参考に、野心的な経営改革と依存度低下目標を掲げ、更なる改革を促すべきではないか。一方、外部資金を活用しにく
い、文系大学や地方大学、教育学部を中心とする大学については、実情に応じた目標設定を検討すべき。
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【ETH（スイス） THE11位】 【シンガポール国立大学 THE17位】 【香港大学 THE33位】【トロント大学（カナダ） THE21位】

補助金収益, 
2,560

政府からの研

究収益, 513

授業料等, 
72

民間企業からの

研究収益, 117

その他研究収益, 
95

寄附収益, 164 その他, 79

3,600
億円

政府からの補

助金, 1,459 

授業料等, 821 

その他補助金, 
391 

繰延補助金, 263 

その他収入, 
412 

3,345千
シンガポール

＄

政府からの補

助金, 1294

授業料等, 
2380

投資収益, 591

その他営業収益, 
455

寄附, 155

4,875百万
カナダ＄

政府からの助

成金, 7,039 

授業料等, 
5,650 

寄附, 917 

補助事業, 410 

投資収益, 
1,627 

その他, 1,249 

16,892千
香港＄

公費割合は85％。 公費割合は44％。授業料の割合が高い。 公費割合は27％。授業料の割合が50％近い。 公費割合は42％。授業料の割合が高い。

※経済産業省「世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会」資料から抜粋 ※Financial Report 2024-2025から抜粋 ※HKU Annual Report  2024から抜粋※Full Financial Statements 2025から抜粋

日本の国立大学法人における収入に占める交付金の割合
(R6・附属病院を除く)は47％

（参考）

■Times Higher Education（THE）大学ランキングの上位にランクインする諸外国の国公立大学の財務状況

■東北大学の現在の事業規模と自己収入増加目標

43.0%
53.2%

62.9%
72.3%

現状 10年目 18年目 25年目

自己収入比率の増加目標

※東北大学「国際卓越研究大学研究等体制強化計画 概要」から抜粋

運営費交付金,
483

授業料等, 107

雑収入, 37

受託研究, 158

共同研究, 79

受託事業等, 19

寄附金, 49

補助金等,
 114

1,046
億円

※東北大学「令和５事業年度 財務諸表」から抜粋
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54%

26% 29%
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3,500

4,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

投資収益

寄附金

その他

事業/サービス/教育関連収益

民間セクター

授業料

政府 (連邦)

政府 (州/地方)

政府資金割合 (％)

1,594

4,284

(百万USドル)

事業規模は2.7倍に増加

※経済産業省「世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会」資料から抜粋

531 573 606 518 480 480 388 403 431 447 464 488 498 531 510 482 608 645 710

334 329 329
348 481 481

459 418 422 466 456 426 421 435 478 515
553 517

531
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

政府(州/地方) 政府(連邦)

865

MUS＄

1,241 

MUS＄
公費投入額は1.4倍に増加

(参考)国立大学法人運営費交付金の推移
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1,600 億円超（約13％）が減少

12,416

（単位：億円）

10,784

■UC Berkeleyの収益の推移

（参考）

2006年から2024年にかけて、UC Berkeleyの事業規模は1,594百万USドルから4,284百万USドルへと2.7倍に増加。一方、東京大学は
1,528億円から2,406億円※へと1.6倍しか増加していない。※附属病院収益を除く経常収益
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高等教育全体において、教育の質を持続的に確保・発展させるため、大学の統合・縮小・撤退を促進することが重要。
私立大学については、認証評価制度を、①絶対的な教育の質、②学生への付加価値、③地域・社会で求められる人

材育成といった観点で、教育の質を評価する仕組みとなるように見直した上で、その評価結果に基づいた私学助成のメリハ
リを強化すべき。

○ 急速な少子化の進行を踏まえ、高等教育全体の適正な規模の見直しを着実に進めることが必要。その際、産業構造

の変化に対応した理工・デジタル系人材の育成強化に加え、高等教育へのアクセスと地域社会を支える人材の確保

を併せて実現することが重要。

○ 教育の「質」の更なる高度化のためには、本年２月の中教審答申でも指摘されているように、評価を通じて大学として
の「教育の質」が担保されているかを確認することは重要。
そのため、認証評価制度を見直し、学部等ごとの「教育の質」を重視した「新たな評価」制度の構築に向けて中教審に
おいて議論を進め、「新たな評価」の評価結果を私学助成を含む資源配分等の国の政策に活用することについても検討。

○ 一方で、我が国の高等教育機関は、世界的な研究・教育の拠点を目的とするものから、地域社会を支える職業人
養成を目的とするものなど、多様な機能を有している。そのような多様な機能を果たしていくためには、それぞれの大学で
異なる人材養成の目的の実現に必要な教育の在り方を自律的に考えていくことが、大学システム全体の成果を上げるた
めに必要であり、個々の大学における異なる目的を捨象し、一律に扱うことは大学システムの有効性を損なうもの。

（※）例えば、アメリカにおいても、選抜性の高い研究大学と無選抜のコミュニティ・カレッジが併存して、高等教育での多様なニーズに対
応している。

○ 教育の「質」の評価においても、大学によって社会での役割や養成する人材像が異なることから、入試の方法について
国が一律の基準を設定したり、多様性を無視した「横並び」の評価を行うのではなく、各大学の教育及び学修成果の
目標が高等教育機関として相応しい水準になっているかを確認した上で、当該学修成果の目標を踏まえ、学生がどれくら
い成長したか、どのくらい到達できたかという観点から「教育の質」を評価していくことが必要。

財政審の資料

大学全体の規模と教育の「質」の評価について

文部科学省の見解
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（参考）

■米国の高等教育の役割分担

11

（出典）第５回人生 100 年時代構想会議（平成30年２月８日） 内閣官房作成資料より抜粋。



定員割れ大学等に対する私学助成の配分について

○ 学生数は増加（同193万人→263万人）し大学進学率が向上（同25％→59％）しているにも関わらず、半数以上の私立大学が学生から選ばれず定
員割れを起こしているが、令和6年度における学生一人当たり補助額は定員割れの私大等（私立大・短大）の方が大きくなっている状況。

教員一人当たりの学生数（ST比）

大学等への交付額

学生現員数で除したもの
（学生一人当たり）

大学等数で除したもの
（大学等一校当たり）

収容定員4,000人以上 32.3 人 130 千円 13.1 億円

収容定員4,000人未満 21.4 人 185 千円 1.8 億円

文部科学省の見解

財政審の資料

○ 私学助成では、適正な定員管理を求める観点から、収容定員充足率（充足率）に応じた減額・不交付措置を講じており、 収容定員
充足率が50％以下の場合には不交付としている。

○ 財政審の資料における「定員割れ」とは、定員を一人でも下回った状態を示している。しかしながら、私学助成において収容定員超過に対
する減額等の措置を講じており、また、毎年度の正確な入学者数の予測は困難である中で、大学等が定員内に収めようとした結果、定員を
割り込むことは想定され、こうした大学等が「学生に選ばれていない」と断定することはできない。

○ 定員が充足していない大学等の多くは収容定員4,000人未満の小規模であるが、小規模大学等の方が教員一人当たりの学生数（ST
比）が小さい（教員体制が充実している）傾向にある。財政審資料では、「学生一人当たり補助額は定員割れの私大等の方が大きくなっ
ている」と指摘されているが、私学助成では、充足率90%未満の大学に対しては減額・不交付の措置を講じており、かつ、教育条件（ST
比等）に応じた配分を行っていることから、所定の充足率以上の大学において、規模が小規模であることによるものである。

収容定員充足率 89%… 80%… 70%… 60%… 50%以下

私学助成における減額率 ▲13％… ▲22％… ▲32％… ▲42％… 不交付

定員未充足に係る減額・不交付措置
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